
報告「和光都市計画　都市再開発の方針」の変更についてのその後　　

◇　変更のスケジュール　◇

都市計画の決定までの流れ
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再開発促進地区
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◇　変更の概要　◇

■他の計画との整合
　令和2年9月に策定した和光市第五次総合振興計画基本構想と現在改定作
業中の和光市都市計画マスタープラン等、他の計画の改定に合わせた記載
内容の見直しを行う。
■時点修正
　再開発方針を策定した平成10年から20年が経過しており、事業等の進捗
に伴う内容等の時点修正を行う。
■再開発促進地区の拡大。

　和光市駅周辺の拠点性強化を目的とし、駅に隣接する東武鉄道用地を区
域に含める。
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